
山梨県環境影響評価等技術審議会 次第 
 

平成２２年１月２０日（水） 

甲 府 市 中 道 支 所 ２ 階 会 議 室 

１５：００～ 

 

１． 開会 

 

２． あいさつ 

 

３． 議事 

 

議題 １ 会長の選任について 
議題 ２ 大規模太陽光発電施設及び太陽光発電等に関する普及啓発施設の整

備事業に係る第三分類事業届出書について 

１） 事業内容について 
２） 質疑応答・審議 
３） 希少動植物に関する審議（希少動植物保護のため非公開審議） 
４） 審議・とりまとめ 

 
４． 閉会 
 
 

 

 

資料 

 

１） 第３分類事業届出書（送付済み） 

２） 地域環境の状況（送付済み） 

３） 判定項目にかかる施設等の状況（送付済み） 

４） 甲府市長からの意見 

５） 庁内調整会議幹事会の概要 

６） 山梨県環境影響評価等技術審議会開催の概要 

７） 山梨県環境影響評価条例施行規則（抜粋） 



 

環境影響評価等技術審議会 席次表 

 

平成２２年１月２０日(水) 

１５時００分～ 

甲府市中道支所２階会議室 

 

 

 

 

※ 委員の席順は五十音順 

 

会長席 

石井 委員 
報
道
席 

傍
聴
席 

大久保 委員 

片谷 委員 

工藤 委員 

坂本 委員 

杉山 委員 

鈴木 委員 

角田 委員 

早見 委員 

平林 委員 

福原 委員 

湯本 委員 

事務局 
 

事業者席 
 

報
道
席 

事業者等席 
 

入
り
口 

受

付 



 

山梨県環境影響評価等技術審議会の開催の概要について 

経 

 

 

 

 

 

 

緯 

 

平成２１年１２月１６日  山梨県環境影響評価条例に規定する第三分類 

事業（※）届出書の提出があった。 

＜事業概要＞ 

事 業 者 ：山梨県 

      東京電力株式会社 

事業名称 ：大規模太陽光発電施設及び太陽光発電等に関する普及啓発施設 

の整備 

対象事業の種類 ：宅地の造成の事業 (山梨県環境影響評価条例第三分類事 

業) 

事業規模 ：２５．５ｈａ 

 

※第三分類事業とは 

知事が、関係市（甲府市）長及び技術審議会の意見を聴いたうえで、

判定基準に従い、環境影響評価手続を行う必要があるかどうかの判定を

行う事業です。 

 

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

容 

 

第三分類事業に対する判定を行うため、山梨県環境影響評価条例の規定に

より、山梨県環境影響評価等技術審議会（各分野の専門家１５名）を開催し、

事業者から提出された事業内容について審議を行います。 

 

＜日程＞ 

開催日：平成２２年１月２０日（水） １５：００～ 

会 場：甲府市中道支所２階会議室（甲府市下向山町１５２３） 

議 題：大規模太陽光発電施設及び太陽光発電等に関する普及啓発施設の 

整備事業に係る第三分類事業届出書について 

 

※審議会の公開について 

本審議会は原則公開で行います。ただし、希少な動植物の保護の観点

から、現地調査及び希少動植物に関する事項に係る審議内容は非公開と

します。 
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